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へ は じ め に ～

平城 12年の地方 自治法 の 一部改正 によって､議員が行 う､

議会の調査研究に資す るたが)に必要な経費の -部 として政務調

査費が交ィ､ナさか ることになった｡その趣 旨は､地 13議会の活性

化を回 るた め､地 方議 員 o)調査活動 基盤 を充実 させ､その審議

能力を強化 させ る とともに､併せて､その使途の透明性 を確保

す ることにあっ Jニ ー

岩 手県議会においてに､ こU)趣 旨を踏 ま凍て議会 自ら適切 な

運 削 二努 がつる姿勢 を表明す るJ針嬢か ら､議 員提案 による政務調

査費の交付 に関す る条例 を制定 し､ 変に 17成 14年 12円に は ､

都道府 県で却〕めて政務調査費収支報告吾に全てC)〕支 lL士Ilに 係 る T'準亘

収 苦の写 しを添付す るこ とを義務付 ける/1_ilと､他 J)都道 吋県に

先駄 けた透明性 o)高い制度 を構築 した ところである｡

また､法律､条例及て/Thこれ に基つ く規程や 変額の ほ か ､ 県議

会独 巨=二議員間U〕申し合 わ せ 撃項 を真二が)た 事務 処理 マ ニ ェア

Jレを作成 し､政務調賓 費の適 正な執行 と透 明性01赫保 に努めて

きた ところである｡

この 事務 処理 マ ニ コア 7しに､ 県民か らHf,I葺僻 を招 かないために､

いわば 李 Fに完工を jEさず｣ といった慎むべ きJl､くまで も記載 し

てい るものであ り､法律や 条例等LT)法令 とは性格 を艶にす るも
のであるが､誌員≡J∃らが政務調査費のよ り適正だ執行 と会喜,十処

理 に資す るため､適用の 巨∃安 としていただき7こい｡
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10.税制上の取扱 い

1政務調査費の所得税法上の取扱い一-- m--- 一山-m --m- --m-- 一冊一 20
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Ⅰ 政 務 調 査 費 とは

議員が行 う､議会の調査研究に資す るために必要な経費の一部 として交付 され るもの

ですD従って､調査研究活動以外の経費に使用す ることは認 められていませ ん｡

議 員に対せ る政務

調 査費の交付制度は 次 の規程等か根拠 となっていまで1雌 jj t∃ 治 子

※資料集 P22参 粘2政 務 調 査 費 ′7)交付 に関-3る条 例 (平成 1341岩

手犀条例笛さ37'三ノ 潔資料集 P2)参 糾う政 務 調 査費 の交付 に関-7'る規孝F,a(T/成 13年岩 若県議会ノ｣〕/J､

第 1〔｡】 〆傑料集 P2h参 tを'<il政務調査費o)交付にぎ笥丁る事務処理要細 川 ′成 日 ,'7121〕日日 捕り/£) ※資料集P

12-,,tit5 雌汚調査費収支推.+7書等')閲覧に関丁7J設榊 (平成 l享年 3月 うOH制/tj ※深紫≒無 王,

]=7,,,舵Ⅲ 交付制度の概要政 務 調 査 費 Uノ父付 制 ItXUノ概 要に rFIL_

Lljごお l')ご1㌦交 付 対 象 月の初 日に議

員の職 にある者 (/=条例第 2条)交 付 額 月額 31万円 (条例第 3粂)交 付 方 法 i原

則四半期毎 (条例第 6条)使 途 使途基準に従って使用 しなければならない し条例第 7

粂＼規程第 3 条 )支 出 方 法

実



政務調査費の交付に関する条例第 8条では､政務調査費収支報告書 とその支出に係 る

証拠書類の添付を義務付けしてお り､これは政務調査費の使途については､議員が説明

責任を果た さなければならないことによるものです｡

また､調査研究は､その範囲が特定の具体的課題に限定 されるものではなく､直ちに

個々具体の調査研究の成果を挙げることを求められる性質のものではなく､広範な分野

での研究､研修､調査､視察､資料購入等により議員の見識を高め､その結果､謡員活

動の活性化を図 り､ もって県政に反映 されることが期待 されているものであ ります｡

以 上二が､政務調査費uj交付制度の概要ですが､｢rV制度の詳細｣に細かい説明が記載 さ

れていますので､事務処理の参考 としてください′



Ⅳ 制度の詳細

政務調査費は､月の初 日に議員の職 にある者に対 して月額 31万円が交付 され

ますO(条例第 2条第 l項､第 3条)

ただ し､月の初 日に辞職等の事由によ り議員でな くなった場合 には､その月は

交付の対象 とはな りません｡(条例第 2条第2項)

辞職等の啓上を3により議員でな(なった場 合における父イjの1j∃鎚の具体例は､次m

j..

7月 2FH1職 …ヰ7月分は支給 さTLる 7月 1u辞職 ,7月分は支給 されJ､い

2.交付 方 法等

1 通常の場合

(1)毎年度当初に､交付権者である知事か ら､議員に対 して政務調査費の交付

決定 (年間額)が行われますO(条例第5条)

(2)その後､四半期分 ごとに各四半期の最初の月 (4月 ･7月 ･10月 ･1月)の

10日 (その 日が休 日にあたる場合には､その 日以降で最 も近い休 日でない

日)に､議員が指定する口座に振 り込まれますO(条例第6条第 1項)

政務調査費が交付される月には､ ㌢め交付額及び振込年月日が記赦された= 座 板

棒案内票が送付 され 去す ｡

2 年度の途中で議員でな くなった場合

(1)政務調査費が交付 され るべき月数分 として､改めて変更交付決定が行われ

ます｡(条例第5条)

(2)なお､既に交付 されている政務調査費に過渡 しがある場合には､これ を返

納 していただ くこととな ります｡(納入通知要が送付 されますので､最寄 りの

金融機関か ら振 り込んで くだ さいO)(条例第 6条第 3項 )

(3)議員が死亡 した場合 には､過払いの返納は相続人が行 うこととされていま

すO(条例第6条第 3項)

政務調査費の返納が伴 う場合の具体的例は､次のとお りです

8月2r7辞職M,交付決定済額 372万 円 (31/Tj円 ×12ケ月分)

変更交付決定額 155万円 (31万FT〕x5ケF∃/Jj (4月-8月))

既交付済額 186万円 (31万円 ×6ケ月分 (4月-91:3日

返 納 額 31万円 (9月分)

8月 1E]辞職-交付決定済額 372万円 (3】万円 ×12ケFrj分)

変更交付決定額 124カFy∃(31万円×4ケ,;ヨ分 (4月-7月))

既交付済額 186万円 (31万円 ×6ケ月分 (4月～9月))

返 納 額 62引 1] (8月～9月分)

3



年度の途中で議員 となった場合

における､最初の四半期における交付の具体例は次のとお りです｡汚ノ]iE:3任 期 開始 -交 付 決 定 額 248万Pj(31万毒丁】×fjJ7月分

捕 月-3月日最桝 匹半雛

/如傾 62)3円 (31万日×2ケ月分 (8月-9月日日月 2日任 期 開始 -交 ィ､j決 定 額 217万円 (31万円 ×7ケ13分 ｢91弓p､3月日

長抑 準半鮒 交順 二日 万円 (3j]ブ円 Xlケ73分 (9月))

1 交付を辞退する場合等の通知政務調査費の交付 を辞退す る場合や既に交付の辞退 を行 っていた後に交付

を受 けることとす

る場合には､直ちに所定の様式 (様式集 P43-P44参照) により議長に通知

して ください｡(事務処理要領第 2)政務調査費は月の初 Hに議員の職に

ある者に当然交付 されることとなっていることから､議員に対 しては

特に請求行為等を求めてし､'ないため､何 らかの事情 (長期療養等により政務調査活動ができない場合等)によって交付U)辞退や交付の再開を

希望する議員があった場合には､議長がこの意思を把握する必要があることか ら通

知 をいただくものです2 振込口座の届出(1)初



項



2 使途基準の考 え方

使途基準の運用に関す る考 え方は､次 の とお りとなっていますO

分 類 項 目 考 え

方総 論 調査研 究活動 調査研究活動 と他の議員活動は理論的

には区別(他 の活動 と 以外 の活動 (連 できますが､実際の活動においては､

一つの活動の峻別) 挙活動､政党活 が調査研究活動 と他の活動の両面を

有 し揮然 -体動 との峻別) となっていることが多く､又､〝-

一回の活動の中で二つの活動が行われ る

場合等 もあ り､ これ らを整然と峻別す ることは困難であるこ

とが多い と思われます〇このため､

政務調査費の交付に関す る事務処樫要衝で､｢事務

所資｣､｢事務費｣及び ｢人件 費｣にあつては､按

分 して支出す ることとされていますこ†また､

T事務所費｣及び ｢人件費｣の按分率は､2分の 1を超えないこととされてい

ます‥ニ(13-14ページ参照)

なお＼調査研究活動 とそれ以外の活動が混在 L

てい る場合は､県民か ら誤解を受 けないような整理

を行い､事務処理 を適tgjに行 う必要があります〇調査研究費 国内外の視 察 巨当内外の視察経 費に政務調査費を発てることは

(視 察経 費) 等に校務調査費 亡fJ鮭 と考えられます:

を充当す ること ただ し､議会派遣に基づ く公務視察中に

調査研究のたど)a:)視察 を行 う場合ある

いは公務手短察期間に継続かつ追加 して調査研究

のための視察を行 う場合については､公務の部

分 と調二森研究活動の部分が時間的､場所的､経費的

に歪複す ることな く明確に区分できることが必要であると考えられ ま

す〇調査研究費 交通費､宿泊 政務調査費による交通費､宿泊費､現地経費等

(交通費) 費､現地経費 日i の支LLli]は､

調査研究活動が 自発的活動である ことち)､ガソリン代 か

ら､実費弁償が原則 とな りますU等の 支出につい 始めに現地経費についてですが､県の旅費制度

にお ける現地経費は､旅行 中の昼食費及び諸経費

並びに目的地内を巡回等す る場合の交通費等 を

賄うためのものですので＼本来､公務の旅行に

要する費用の弁償であることか らすれば､こう

した経費も実費支給 とすべきですが､個 々の公

務の旅行によ りその

実費は異な り､個々の実費 を確認 して支給す

ることが煩雑な ことか ら定額をもって支給され

ているものです○一方､調査研究活動 は､議員の自発的意思



分 類 項 目 考 え

方給を行 うのではなく､現に要 した費用を充

当す る､いわゆる実費によることが望ま しいた

め､定額による現地経費は支出 しないことと

していますoただ し､議員が雇用す る職員や

調査依頼 を受 けた者に対 し､交通費や宿泊費の

ほかに現地経費 を支給す ることは可

能 と考えられますO次に､自家用車を使用 し

た際の交通費 (ガ ソリン代)ですが､交通費は

実費支川が原則であるものの､ 自家用車を使用

した際の交通費はその算山が桝萱誰なこと等か ら､特例 と

して ーkT】∋当た り:37門を走行距離に乗

じて得た額を支出す ることとLて

いますこHJ4ペ- ジ参照)なお､宿泊費

､交通 費等 o〕内容や節は､社会過念 l二許容

され る範臓の ものである必要があ りま調査研究費 配偶者等が＼ 配偶者

等の調査研究活動の補助 者 と し てLr)活 動(交通費)

議 員 の 調 査研 究 実態によると考えられますこう活 軌を補助

す る 例えば､通訳等専門技術 的 な 補 佐 を す る 場 .分ために旅行 した 議員に身体的な障害があ り 活 動 を 補 佐 す る 場 ナナ等

場 合の経 費等o) I,三文什うが可能 と考えられます こ支出について なお､宿泊費も交通費 と同様,J

:3考 え ),:に 立 っ て支出の足非を判断することとな ります調査研究費 i

J=:=1己所有 の 自 調査研究活動に自動車を使 う際cj〕費用は､交通(交通 費 .Fノ] 軌 寮を政務調査 費として取 り扱 うこととな りますr1したがって､

勤 車) 活軌に使用す る 教務調査費で支LLf!fできるのは＼燃料

費及び有料道場合の 日勤車の書路通行料＼綻車料等の実費のみであ り､その

他O)車検代､保険料＼ 維持管二哩に要す る費用に支出す ることは適 ;L=3では

修理代の取按い ありません○一般的に仁

】己所有の至言弓軌 車は､私的活動に供 されることが 妄三で

あ り＼調査柳/発E活動に使用す るU)は､活動の道具として整備 されたiJ=/]動車が存在す

ることを前提 とし､それを利用す るにすぎない も

のですので､修繕費

＼ 薮検費用､探険料等U二)維持管理費は調査研究活動に直接

必要な経費 と考 えるべきではあ りません〇専 ら運転専門

専 ら運転専門に雇ffjされた者については､政務に雇用 さ

れた者 調査活動の補助者 としての活動実態によ り判断す-



分 類 項 目 考 え

方調査研究費 県連 の会費､ 会費の支出対象である団体の活動内容

や実態が(会 費) 議員連盟の会費 調査研究活動に適 うものであるか

がまず基準 とな等の支出

につい りますoて 議員が所属 しない他団

体の主催す る意見交換会等の参加費については

､あくまでも実質的な意見交換が中心である場合は可

能であると考えられまつつなお､経営者 と

しての資格等､個人的な資格要件で加入 しているぎ享

l体 (例えばロータリークラブ､ライオンズク

ラブ､趣味の会等)の会費については､政務調査費の対

象経費 としないこととしてい蒜づ〔この考

え方については､政務調査費か ら 支出できない

経費及び支出すべきではないと申 し 合わせた経費C7)具体例をi2ペ-ジに記載

1/こいま す ので参照 して くださいこ会議 に引き続

会議や研修会等に連続 した懇談会経費は､政務く懇談会U〕会費 調査費の対象 として支出

す ることが可能 と 考 え ちの支川について れます(議員 として招 会合の 一ijlll三に調査研究活動が伴 うものであって

持 された懇親会 も＼テープカッ トや挨拶のみの会合､新年会や 忘

の会費の支出に 年会等明 らかに飲食を主を]的 とする字.称の会 合 -

の出席狩川は､政務調査費の対象経費 としないこととしていますこ

､調査研究費 政党主催の研 研修会の内容が調査研究活動に適 うものであれ及び研修費(会 費) 修会の会費の支出について ば､支ltJJすることが可能 と

考えられます⊂:会 議 費 食糧費の支出 食糧費については､公職選

=拳法の制限に抵触 し(食糧費) について ないこと及び社会通念 上妥当なもU)であると認 め

られ ることを前提 とした上で＼調査研究活動 とし

ての会議 と

の 一体件が必要であ ると考え られ ま○公職選挙法に抵触せず政務調査費の執行が可能

な堤合

① 議員が主催する会議､研修会及びそれ らに連

続 した懇談会での選挙区外の者-の食事､飲

食提供② 他者が主催する会議､研修会及び

それ らに連続 した懇談会での食事､飲食の議員の自己負



分 類 項 目 考 え

方広 報 費 広報費の支出 議員が行 う広報には､その内容に照 ら

して大別の範囲について すれば､①住民の意見を聴取するこ

とを目的 とするもの､②議会活動の成果等を報

告す るものの 2種額が考えられますが､調査研

究活動 とい う観点か らは､住民の意見を議会活

動に反映 させることを目的 としたものであるか

否かを基本 として判断すべき

ものと考えられます亡)事 務 所 費 事務所費 を文 調査研究活動を

実際そこで行っているか どうか(総 論) i出できる場合U) とい う実態

的判断が必要であ り､外形的な要件 と[事務 所 jとし しては＼次のようなことが考えられます

てLTj要件 に-つい Cj事務所の形態i (二七T,

/事務所 としての外形 ト乃形態を有 Lているこしこ〝二･:FJ事務所 としてC73機能 (事務スペ- ス､j,ここ接 ス

ペース､事務用備品等)を有 しているこ

と､､3:)

連絡要員等を配置 している二と,I:,契

約形態賃貸の場合は､議員個人が契約形態 とな

る二とが必要 (外観上C1形態を整

えることが望 まLいここ､議員事務所の看板設置等)事 務 所 費 調 査桝で羅

活動 政務調奄費を充当することが適 ?i'hJ=;経費は､調(購 入) に用いるため＼ 杏研究活動を行 うた

めにL引去必要 とする経費 と考事務所 として使 えるのが

般的ですjHす る不動産の 政務調査費は､原則的には調査

研究油動の対価購入､建築 ｢二番 を支払

うものであ り､その環境整備にまで使 うニ費-の支
出につ とは適 当ではあ りません{いて したがって＼事務所の購入等の経費に充当す る

ことは適 当ではない と解 されますコ(議員個 人の資･産形成 と

見られるものは問題があるこ)事 務 所 費 親族が所有す 調査研究活動のために親族が所

有す る事務所等(借 上) る不軌産 の借上 を借 上げることに

ついては＼′i:Ap計を に Lない親料-の支出につ 族 と賃貸借契約を締結 している場合は､政務調香

いて 費の対象経費 とす

ることができることとしてい まウロなお､事務所等の借1二げに

係 る賃貸借契約 書は＼議員が保管 してください〔事 務 所 費 調査研

究活動 議 員活動は多面性を有す るので＼按分 Lて支出(按 分) 以外 にも使用 さ せ ざるを得えませんく､按分率は個人により異 なる

れ る事務所の倍 ので､ 一律の割合を示すことは不可能なため

､個々上料∴等の支 出に の議



分 類 項 目 考 え

方後援会事務所 と共用 の場合 は､可能 な

限 り事務所 の賃貸契約 ､電話 ､ガス＼水道等 の

契約 を分離す るこ とが望 ま しいです が､手続 的

に困難 な場合は､現 に調査研 究活動 に充て られ

てい る実態 に応じて按分す る

こととな りますCその場合 は､後援 会 か らの

領収 .請求書 の ほか全体額 が明 らか になる書類

を備 える等 ､後援 会の運営 費に充 当されてい る とい う

住 民L7:)誤解 を輔 かない よ う留

意す る必要があ ります二㌢なお ､具体的 な按 分

の方法等の考え方は､13ペ--ジに記毅 して

いますので参押 して くだ さい亡事 務 所 費 自 己 所 有 物 自己所有

(家族名義 を含む) の場 合は､賃借料(自己所有) 作 ､ 自宅 を 事務 を政務調

査費で支tiiす ることは不適 当です所 と して使用す

光熱 水勢及び電 話代等通信 費については＼家族る 場 合 の 賃 借料 ､管理運 営 費(光熱水 費 .電話料 ) の支 出について盛 岡 桁か ら距 件]と分離す るこ とが望 ま しい と考 え られ ます rJ事 務

所 資 単に宿泊のた めだけに利用す る ことを H的 とし(その他) 離 の あ る

選 挙 区 た もuI)であれ ば適当でない と考え られ ます が ､最の議 員 が､盛 担fj 終的には当該マ ンシ ョンが政務調査講勤 cJ)拠 点 と

巾に宿 泊所 とL なってい る

か否 か とい う､実態的判断 に よる こ とて賃貸 マ ンシ ヨ とな

ります〔ンを持 つ場 合の 現 に調査活動 の拠点 と して継続 的

に使 用 してい支出につ いて ることが明 らか

であれ ば､使用実績 に応 じた額 を充 当す ることは 可能 であると考え られ ま

すL､事 務 費 自動 車 等 U)高 自重も車'/n購入 については､事務所の購入 と同

じ(自動 車 .備 額な備 品 ♂)購 入 考えです⊂(政務調査費は原則

的には調査研 究活動品.消 耗晶) について crj対価 を支払 うものであ り､その環境整備 に

まで使 うことは適 当でない と考え られ ます〇)

なお＼ 白動 索については､必要性 が高い と詳 密〕

られ る場合 に限 って､購入額 を耐用年数で割 り

返した縛 を限度 に 1年短 に充当 Lてい くこ と

は認 められ るのではないか とい

う考え方 もあ ります が､県民の理解 を得 る こ

とが困難 と思 われ る こ と等から適 当ではない と考 え られ

ます亡その他の備 品 .消耗 品については､調査研

究活勤に対す る有用性 が高 く-.-.一般 的に直接 必要で あ る

と認 め られ るものに限定すべ き と考え られ ます亡

なお ＼当然



分 類 項 目 考 え

方する備品とい う視点か ら＼常識的に判断

され るべきもの と考え

られますO次の備品等は､政務調査費からの

支出は不適 当と考

え られますこ,例)事務所に掲示す る絵画､冷蔵庫､安楽椅

子､衣服等事 務 費 自動 車の リ- 調査研究活動の交通手

段 として用いることをEj(F=;∃勤車) ス代の支川につ 的 とす る場/[1㌢であつて も

､ .-定期間縦を綻的に使用､いて 管増す るE/;∃動 車の リ- スについては､政務調査費

の対象経費 としない こととしています 〇ただ し＼調査

研究活動に用いる-//-時借上げcl〕レンタカ-.については､その費用を政務調査費か lT

支出す ることができることとしていますこ事 務 費 電話 ､FAX､ 議員活動は多蔽]p件を有す るJつで＼按分 して支

出(按 分) パソコ ン等､調 する二ととな ります〇盃研究盲キ勤以外に JT:,使用で きる物 の替伺

U)按分の考え方 につい 考え方は､事務所費の按分 と同 じです

人 件 簿 調査研究に従 常時又は臨時に雇用す る粍 員で､調査研究活動( 般) 事す る職員UI)人 の補 助 業務に従事Lた者に係 る人件費は､政務

調件費のjhLi33に-::I 森費か ら支出で

きることとしています 亡いて なお ､人件費U)支出については＼家作絹ヨ係 を明

確にす る書輝き等-(任意の様式 可)を作成'JjL､誌

員が保=管 Lてくださいcl専 ら調査研究 調査研究活動の

補助業務に専 ら従 事した者 に係に従事す る職員 る人件費

は､その全額 を政務調査費か ら支出できの人件 費o〕支出 るこ

ととLTいます亡 日4ペー ジ参照)人 件 費 調査研究活動 調ノ森研究活動の補助菜務以外の活動にも

従 事 し(按 分) 以外の活動 も行 ている者の人件費

は､按分 L/r支出す る二ととなつている職員の ります亡

人件 費の支出に 考え方は＼事務所費の按分と同 じです(人 件 曹 調査研究活動 親族 を雇

用す ることは誤解を招 きやすいので､(親 族) の補助職員に､家族 を雇用

す ることに/ついて 適で/i:うではないと考えられますCこの考え方

は､全国都道府県議会議長会が作成 した使途基準の基本的な考 え方を基本 として､本県における取扱いの考え方等を示 していまで｡なお､ここ



3 政務調査費から支出できない経費

調査研究措動以外の活動に要す る経費は､政務調査費か ら支 出す ることがで

きません｡なお､政務調査費か ら支

申し合わせた経費の具体例は下記の

きない経費及び支出すべ き

パンフレット･ビラ等の印刷及び発送費用､

経費､政党組織0つ人件費､党大会賛助金､党大会参加費用､会派の役員経

費 等

(2)選挙活動経費への支出

例 選挙における各種団体へCT)支援依頼活動経費､選挙ビラ作成経費､選挙活

動費

(3)後援会活動経費への支出

例 後援会活動経費､後援会の広報誌 ･パンフレット･ビラ等の印刷及び発送

費用､後援会主催の報告会等の開催経費､後援会 主催の県政報告会開催経

費

(4)私的活動経費への支出

例 慶弔鰻別費等 (病気見舞い ･香典 ▲祝金 ･韓別 ･､卜志･中 元 ･歳暮等､慶

弔電報､年賀状の購入又は印材j等経費等)､冠婚葬祭-の出席費用 (葬儀 .

祝賀会･結婚式 ･祭 り等)､宗教活動経費 (檀家総代会･報恩講 ･宮参 り等)､

観光 ･レクリエーション ･私用用務等による旅行経費､親睦会 .レクリニ

-ション等のための経費､議員個人の私的 目的のために使用する経費

(5)挨拶､会食やテー プカッ トだけの出席費用の支出

例 JA･漁協 ･土地改良区 ･森林組合等の総会における挨拶だけの出席､町

内会 ･老人クラブ ･青年Ef].壮年会 ･婦人会等の会合U)会食だけの出席､

県有施設 ･県道等の起 工式や竣工式の出席

(6)会合の一部に調査研究活動が伴 うものであっても､飲食を主 目的とす る名称

の会合への出席費用の支出

(7)議長が他の団体の役職 を兼ねている場合における､その団体の理事会､役員

会､絵会の出席費用の支出

(8)公職選挙法やその他の法令等の制限に抵触する事項に係る経費の支出

例 公職選挙法第 199条の 2m寄附に該当する経費 (お茶及びお茶 うけを超え

る飲食の提供､食事の提供)

(9)事務所 として使用する不動産の購入､建築工事費への支出

(10)政務調査活動に使用する自動車の購入費､修理点検等維持費及び リース代へ

の支出

(ll)政務調査活動に直接必要 としない備品等の購入､ リース代への支出

例 ー絵画､冷蔵庫､衣服等

12



実費の支出が原則ですが､例えば調 査研究

U)ための宿泊費､交通費等の額及 び内茶は､封二会通念 L許容 される範卵の車ノのであ

ることが必要ですー2 按分による支出 (事務処理要領第4)(1)使途項 目

の うち､｢事務所費｣､｢事務費｣及び ｢人件費｣は､調査研究活動のほか､その他 の各種活動 に要 した時間を含 めた総時間に対す る調査

研 究活動 に要 した時間の割合等 によって経費 を按分 し､調査研究活動

に要 した経費相 当額 のみを政務調査費か ら支出す ることと

されていますO(2) この按分の方法の考 え方は､下記の考 え方を参考 として くだ さ

い｡○ 事務所費 (光熱水費を含む)= 単独

の事務所の場合賃借料､光熱放資等は調査研究活動従事時間数 (概数) に より按分す る′こ′

他の事務所 (経接合等)と兼ねている場合可能な限 り外形的な分離 ｡rxI/

Jjを小-qllX二切 りなとを設ける等､分離独 ;rさせることが望 ま

しいか､明確に分離契約かでき/ないノ芙｢青にあるたぎ)､賃偶料については､議員事務所 と判断できれば､契約名義

にとらわかず､使用絶域(面

積)､使用内容により按分するこ光熱水資は､基本料金を含め使用頻度 丈は使用

領域 (面積)で按分てるCiiT;/, 事務費 (通信費)政務調査費に係 る通話時間 (概数)､使用頻度で按分するOなお､FA

Xの使用状況の ように､ 一般通話､携帯電詣t])使用明細を発行 してもらい

､相 手先番 引 こより振 り分け､按分する方法 も考えられるこ

また､使用実態を含章嬰朗 な方法によって区分す

ることが困難である場合は､按分する割合を1/2以内とす

ることが望 ましい｡笠 人件費

〇 事務所職員を他の活動にも従事 して

いる場合調査研究活動に従事す る平均時間､日数等により按分する｡○ 調査研究活動に

専従 している場合全額を政務調査費から支出できるC使途項 目の うち､

(事務所費｣､｢事務費｣及び T人件費｣は調査研究活動以外の流動にも使用 され

る可能性があ り､その性質 上､調査研究活動に要 した部分 とそれ以外の活動に要 し

た部分を明確に区/Jjす ることが困難であると考えられますが､政務調査費は調査研究活動に要 した経費 しか支出できない ことから､按分により調



｢事務所費｣､ 事務費§及び

人件費】の掠分率は議員が決定することとなりますが､｢事務所費 と ｢

人件費｣は､高い按分率となった場合に､政務調査費からU)支出額か高額 となることが I'7想され､交付された政務調査費の殆どが

これらの経費に消費されてしまう恐れがあることから､按分率に限度を設けてい

るもojです4 自家用車を使用 した際の交

通費(1) 自家用車を使用 して調査研究活動を行った場合の交通費は､距離 1km当た

りに 37円 (費用弁償条例第 8条第 3項に定める陸路旅行の路程 1kmの額)

を乗 じて得た額を支出することとしています｡(2) なお､距離は畿員の実測によ

ること､また､この支出は政務調査費支払証明書に

より議員が証明することとな りますO政務調査費は､調査研究活

動に要した経費LT'実費を支出することが婿則で すが､Ej家用車を使用した

際のカソリン代の精算が困難であること等の坪内 から､例外的にこのような取扱いとする

こととしているものです｣なお､耗享雛に莱-‡上る単価に変更があった場合には

､その都度お知F)せ Lます一5 領収書等への使途等の記載 (

規程第4条､事務処理要領第5)収支報告書に添えて提出する領収書その他の

証拠書類 (以下 ｢領収書等｣というD)の写 しには､次の事項を記載すること

となっていますO(1)使

途 (-般)記載例 :00調査に係 る鉄道賃 ･宿泊料､00研修会参加料

､秘書給与 等(2)使 途 (交通費 ･宿泊費等の伴 う視察経費､調査委託費)

ア 視察経費 (交通費や宿泊費等)に政務調査費を充当した場合は､原則 と

して､領収書添付様式等に実施期 日､視察場所及び相手方



個々の



1 会計帳簿等の整理保管

政務調査費の交付を受 ける議員には､政務調査費の支出について会計帳帝 を

調製 しその内容を明確 にす るとともに証拠書類 を整理保管 し､これ らの書類 を､

議長に収支報告書提出 した 目の属す る年度の翌年度か ら起算 して 5年間保存す

ることが義務付け られています｡(条例第9条)

議員には､政務調査費を使途農準に従って適正に使用すること､収支報告書と領

収書等の写 しを議長に提出することが義務付けられてお り､また､政務調査費Ul支

出内容等については､議長の調査のほか､知事の調査､監査委員の監査及び税務調

査の対象 となること､更に､仮に議員が死亡した場合には､その相続人が収支紬'rli

雷を作成 して提出しなければならないことから､常に政務調査費の収支に係 る会計

帳簿等や支.L別二係る領収 岩等を整埋保,hE実する とともに､ -定の期間これを保存 して

131(必要かあるものです

2 支出証拠書類

(1)支出を証明す るもの として､領収書 ･受取書 ･振込受領書その他 これに類す

る書類を整備する必要があ りますO

(2) しか し､これ らが取得できない場合 (自動販売機で購入 した切符代､自家用

車を使用 した際の交通費等) には､議員 (相続人)が ｢政務調査費支払証明

書｣(様式集 P40参照)で証明す ることとな りますO(事務処理要領第6)

(3) なお､議員個人の調査研究活動を所属会派に依頼 して行った場合には､会派

が支払先か ら取得 した領収書等 (依頼議員が複数であ り､一括 して支払 を行

った場合には､支払総額を依頼議員数で割 った額及び依頼議員名 を額収書等

に付記 した写 し)を会派か ら受け取って整備 してください｡
基本的には第 三者が発行 した領収書等を取得の うえ整備することが要件であ り､

これらが取得できない場合に限って議員 (相続人)臼らが支払証明吾により喜正明す

ることとされているものです｡

なお､板取苦等C71'整備において疑義がある場合には､事務局に相談 してください

3 備えるべき会計帳簿等

議員が整備 してお くべ き最低限の会計帳簿等の参考例をお示 ししますので､

これに準 じて作成 してお くことをお勧め します｡

(1)政務調査費出納簿 (様式集 P41参考様式 1参照)

(2)政務調査費支出簿 (様式集 p42参考様式 2参照)

(3)領収書等の添付様式 (様式集 P39参考様式 3参照)

議員が備えるべき帳簿類の種類や様式は特に定められていませんので､この参考

様式の帳簿によって整備 しなければならないものではありませんが､これに準 じて

作成 していただければ収支報告筈の作成作業が容易になるとEt思われます⊂
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収支報!gT吾は､使途(,7〕内在について

議員目らが説明責任を果たす ことに とって､政務調査費の必要性等を県民に理解

していただく意味 合 い も併せ持って京王i'J､豪要な も cj)です2

収支報告手等の提出期限 (条例節 Lq粂)(1)交付を受 けた年度の翌年度の 4

月 30日 (その 日が休 日の場合は､その 日以前の直近の休 日でない 日)までに議長に提出 しなけれ

ばな りません｡(2)ただ し､辞職等の理由により年度の途中で議員でなくなった場合には､そ

の事由が生 じた 日の翌 日か ら起算 して 30日以内に､同様に議長に提出 しなければ

な りませんO議長に提出された収 支報'r=]蒼と頼般若等のノ写いま､岩

手県蔽全情報公開条例に長,⊆つ く開示請求や政務調査費の交付に関す

る条例に基つ く閲覧の対象 とな りますG′)で､提出期限は厳′､▲iこされるようお願い しま

す3 作成における留意事項(1) ｢1 収支の状況

｣についても ｢金額_∃欄の ｢収入｣交付 を受けた政務調査費の総

額を記載 して ください鑑 ー金零凱 欄の ｢支出｣ア 使途項 目ご

との支出額 を記載 して くださいーイ それぞれの使途項 目欄に記載 された政務

調査費の支出額は､使途碩 F〕ごとに分けて添付 された板収 告等の写 しに記載

されている額面 (按分による支出及び経費の一部に政務調査費を充､Jjした場合の領収書等の場合

は､政務調査費か ら支Ft=ノた額 として記載 された額)の合喜Fと必ず

一致しなければな りませんC

笠 ｢政務調査費を充当して行った調査研究活動に要 した経費の額｣欄

ア それぞれの使途項 目ごとに､収 支報告書に添付 された領収書等の写 し

の額面の総額を記載 してく



収支報告露は交ィ､Jを受け

た政務調査費をとcj)項 f三にいくら位相Lたかを報告すべきものですが､政務調査費が調査研究活軌に安する経費の 一部 として交付される章,,

ので寿っることから､全部丈に 鰍 二政務調査費を充当した経費の総額をも記載 Lて､

全



収 支報告及び添イ＼jされた領収書等の写 しの

内容に鼓つき､使途 基準に従わない支けほミあると判断 された場合､また､綿収吾等の写 しが添 付 され て い /な い場 E′‡には､

収 支袖-/tj〕吉の補正をお願いすることとなり去丁ー2 浅余の返還 とその方

法 (条例第 ll条)(1)残余が生 じた場合には､議員 (

議員が死亡 した場合には､その相続人)がこれを知事に返還することとなっていますo

(2) この場合､知事か ら返還命令通知 とともに納入通知票が送付 されますので､最寄 りの金融機関か ら振

り込んでいただ くこととな りますD政務調査費は T.i紬 *'位で交付され までが

､謝在研究に要づる経費の 部 ヒして交付されるものであることから､残

余か′圭‥じた場合にはこれを返還 することと/itつているものです1 収支報告着等の閲覧制度 (条例第 13条､規程第6条

､収支報告悪等閲覧要綱)議長に提出 された収支報告書 と領収書等の写 しは､岩手県

情報公開条例 に基づ く開示請求の手続 きを経 ることな く､政務調査費の交付に関

す る条例の規定に基づき､誰 もが閲覧できることとされています｡議長に提出され

た後の収支韓?]露と額収書等の写 しは､議会事務局m保有す る公文奮となり､

岩手県議会情報公開条例に基づく開示請求のsJ<j象とな りますしかし､情緒公開条例に基づ く開示請求の手続きを経ることなく､

誰も7Jl直ちにこれを閲覧できるようにすることによっ



2 非開示情報の取扱い ぐ条例第 13条第2項)

収支報告書や領収書等の写 しに,岩手県議会情報公開条例における非開示情

報が記載 されている場合には､情報公開条例の取扱い と同様に､この情報部分

こととされています

収支報告書等に記載されている非開示情報は､主に議員の雇用する職員の氏名や

給与振込口座､支払先の従業員氏名等の個人情報が考えられます｡

3 閲覧の開始時期 (規程第6条)

収支報告書等の閲覧は､議長に収支報告書等を提出すべき期間の末 日の翌 日

か ら起算 して 30日を経過 した 目の翌 日か らす ることができることとなってい

ますo

閲覧の開始日は､年度が終 JTLた後に授けJ,される収 支報告書の場合､議長へU)提

出期限 日が通 名i;4月 30日とな りますので､その習 tiから起算 して 30日経過後の雪ぎ

rlである5月 31日となL')ます

1 政務調査費の所得税法上の取扱い

議員個人に交付 される政務調査費は､所得税法上での ｢雑所得｣ として扱わ

れます｡

しか し､政務調査費の交付制度上､政務調査費に残余が生 じた場合は これ を

返還す ることとなってお り､結果的に収入 と費用が同額 となるため､課税所得

は生 じないこととな りますo

2 確定申告

議員の場合､給与所得以外の所得が 20万円を超える者は確定申告を行わな

ければな りませんが､課税所得がない場合には確定申告の義務はあ りませ ん｡

確定申告をしなくても税務署は税務調査権を有してお り､税務調査があった場合

には対応 しなければなりません亡

従って､会計帳簿や支出に係る証拠書類をきちんと整理保管してお く必要があり

ますC
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隻例事



○ 住民監査 請求 に係 る監 査委 員か らの指摘事例

分 類 項 目 指 摘 の 内

容調査研究費 スナ ックでの スナ ックで行われた議員 との意見交換

に係 る支(食糧費) 懇談 (飲食)に 出については､スナ ックは一般的

に､飲酒､カラ係 る支出につい オケなどに興 じる場所 として

利用されてお り､その性質からみて､議員同士

が調査研究するのに適切な場所とは言い難 く､ま

た､調査研究のために､スナ ックで飲食をする特別の必要性があ

つたとは認め難い○した が って､この支出につ

いては＼適切ではない｡

いド縫 18年度監 凝 結 呆 )≧i調 査 研 究 費 運 転代音jp-に係 運転

代行に係る支出であるが､運転代行料は飲(交 通 費 ) JTD又 卜をうについて

酒後の自家用車の運搬経費であり＼政務調査費の目的外使用であるll=認め

られ､一般的に許容されるものではない【ノしたが-｡,:＼ ニ Jj文Hiについては､適切ではな

いO (平成 18/3'Yl疫監査蘇iLL=果)調 餐 研 究 費 群 山 日 む しり

賦 E｣当然保護議員達浩三が実施 した調 査に依る径 Lj一片]及 び 事務 費 人に係 る文HJlに 艮U)購入であると誰められ∵たが､事務処理マこ

ユ(備 品 アルでは､｢その他L/rj備品 .消耗品については＼謝

消 耗 品 ) 告研究活動に対する有川1/Jt二が高く.

般的にi糾妾必賓であると認められるもti:

'に限定すべきと考えられ ま すこなお､当然ですが個人用の物は対象外で

す｣洋二と言己戟されている,:Lたがって､これ ら

の支汁iについては､政務調餐費とLて支出できないもU:)とLて事

務処碓マニエアルに定がつる個人用の物 と認め られ ることか

ら



資 料 集

議員に対す る政 務調査費 こノ)父付 捌隻 に 次 〔り法律及び条例′迄に′L#/ーノ凡てィ l')

ます

i r7】 L.1 = il

2 政 務調在 野 ∨ ノ父付に関-~ ,: 条 例

- Ll

4 枚 拝 ,策 杏 賢 い丁 父イ与 に 問丁 ,1､書57芙処111】'聖顔

-1 政 着丈 r減 を 費 収 支 報 1]芸 当 J/閲覧 に間-1る繁榊



地方 日給法 (昭和 22年 4月 17日法律第 67号)

(関係部分抜粋)

(調査権､出頭証言及び記録の提出請求､議員の派遣､政務調査費､

刊行物の送付､図書室等)

第 ユ00条

14 普通地方公共EE体は､条例の定めるところにより､そJ/r)議会の議員の調査

研究に資す るた碕必要な経費の一部 として､その議会における会派文は議員

に対 し､政務調査費を交付 す る こ と ができる｡ この場 合 に お い て､ 当 吉家 政 務

調査費t77,交付の対象､額及び交付cT)方法は､条例で定めなけれ ばな らな い ｡

15 前等の政務調査費の交付を受け7=会派又は議員は､条例の定めるところ に

より､当該政務調査費に係 る収 7､及び支出LTJ報告書を議長に琵iijす るもの と

TrJ ｡
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政務調査費の交付に関する条例

〔芸笠,L3芸5.j3#B3…0%B〕
改正 平成 14年 7月 5日条例第 41号

改正 平成 14年 12月 16日条例第 63号

改正 平成 20年 10月 17日条例第 54号

(趣旨)

第 1条 この条例は､地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 100条第 14項及

び第 15項の規定に基づき､政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるもの

とする｡

(政務調査費の交付対象)

第 2条 政務調査費は､月の初 日に岩手県議会 (以下 ｢議会｣という｡)の議員

の職にある者に対 し交付す る｡

2 月の初 日において､議員の任期満了､辞職､失職､死亡若 しくは除名又は

議会の解散があった場合は､当該議員は､政務調査費の交付の対象としないー

(政務調査費の額)

第 3条 政務調査費の額は､月額 31万円とするO

(議員の通知)

第 4条 議長は､政務調査費の交付を受ける議員について､毎年度 4月 3日ま

でに､知事に通知 しなければならないC

2 議長は､年度の途中において政務調査費の交付を受ける議員に異動が生 じ

たときは､速やかに知事に通知 しなければならないo

(政務調査費の交付決定等)

第 5条 知事は､前条の規定による通知があったときは､政務調査費の交付の

決定文は決定の変更を行い､その内容を当該通知に係る議員に通知 しなけれ

ばならないC

(政務調査費の交付方法等)

第 6条 知事は､毎会計年度の各四半期の最初の月の iO日 (その Ejが岩手県の

休 日に関する条例 (平成元年岩手県条例第 1号)に規定する県の休 日に当た

るときは､その翌 日以後の 日であって当該休 日に最も近い休 日でない 日)ま

でに､当該四半期に属する月数分の政務調査費を議員に交付するもの とす るO

ただ し､-の四半期の途中において議員の任期が満了する場合には､当言亥任

期の満了する日の属する月 (その 日が月の初 日の場合は前月)までの当該四

半期に属する月数分を交付するものとする0

2 知事は､-の四半期の途中において､新たに議員 となった者があった とき

は､当該事由の生 じた 日の属する月の翌月(その日が月の初 日の場合は当月)
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分以降の当該四半期に属する月数分の政務調査費を速やかに当該議員に交付

するものとする｡

3 知事は､-の四半期の途中において､辞職､失職､死亡若 しくは除名又は

議会の解散により､議員でなくなった者が生 じたときは､当該事由の生 じた

日の属する月の翌月 (その日が月の初 日の場合は当月)分以降の当該四半期

に属する月数分の政務調査費を当該議員であった者 (当該議員が死亡 した場

合にあっては､その相続人)に返納 させるものとする(,

(政務調査費の使途)

第 7条 議員は､政務調査費を別に定める使途基準に従い使用 しなければなら

ないr,

(収支報告書)

第 8条 議員は､交付を受けた年度の政務調査費に係る収支報告書 (様式)に

当該収支報告書に記載 された政務調査費による支出に係る領収書その他の証

拠書類の写 しを添えて､当該年度の末 E3の翌 日から起算 して 30日以内に議長

に提出しなければならない｡

2 議員が､年度の途中において､任期満了､辞職､失職､死亡若 しくは除名

又は議会の解散により議員でなくなった場合には､当該議員又はその相続人

は､前項の規定にかかわらず､当該議員でなくなった 口の属する月までの収

支報告書に当該収支報告書に記載 された政務調査費による支出に係る領収書

その他の証拠書類の写 しを添えて､当該議員でなくなった日の翌 日か ら起算

して 30日以内に議長に提出しなければならないC,

〔証拠書類等の整理保管)

第 9条 議員は､政務調査費の支出について､会計帳簿を調製 しその内容を明

確にするとともに､証拠書類を整理保管 し､これらの書類を当該政務調査費

の収支報告書及び証拠書類の写 し (以下 ｢収支報告書等｣とい う｡)を議長に

提出した日の属する年度の翌年度から起算 して5年間保存 しなければならな

い凸

(議長の調査)

第 10条 議長は､政務調査費の適正な運用を期するため､第 8条の規定により

収支報告書等が提出されたときは､必要に応 じ調査を行 うもの とするO

(政務調査費の返還)

第 11条 知事は､議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額か ら､

当該議員が当該年度において行った政務調査費による支出 (第 7条に規定す

る使途基準に従って行った支出をい う｡)の総額を控除 して残余がある場合､

当該残余の額の返還を命ずるものとするO
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(収支報告書等の保存)

第 12条 議長は､第 8条の規定により提出された収支報告書等を､提出された

日の属する年度の翌年度か ら起算 して 5年間保存 しなければならないD

(収支報告書等の閲覧)

第 13条 何人も､議長に対 し､前条の収支報告書等の閲覧を請求することがで

きるものとする0

2 議長は､前項の規定に基づ く請求があったときは､収支報告書等に記載 さ

れている情報の うち､岩手県議会情報公開条例 (平成 11年岩手県条例第 61

号)第 7条の非開示情報を除き､閲覧に供するものとするC

(委任)

第 L4条 この条例に定めるもののほか､政務調査費の交付に関し必要な事項は､

議長の定めるところによるn

附 則

1 この条例は､平成 ]3年 4月 1日から施行する｡

2 議会は,この条例の施行後 2年を目途 として､この条例の施行の状況につ

いて検討を加え､その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするG

附 則 (平成 14年 7月 5日条例第 41号)

この条例は､公布のE3から施行する,J

附 則 (平成 14年 】2月 16日条例第 63号)

l この条例は､平成 15年 5月 1日から施行する｡

2 この条例による改正後の政務調査費の交付に関する条例 (以下 ｢改正後の

条例｣とい うO)の規定は､この条例の施行の目 (以下 ｢施行 日｣とい う｡)

以後に交付すべき事由の生 じた政務調査費について適用 し､施行 日前に交付

すべき事由の生 じた政務調査費については､なお従前の例による0

3 平成 15年度における政務調査費の交付を受ける議員に係る通知について

は､改正後の条例第 4条第 1項の規定中 r毎年度4月 3日｣とあるのは､｢5

月 2日｣ と読み替えるものとするD

附 則 (平成 20年 10月 17日条例第 54号)

この条例は､公布の日から施行する｡

様式 (第 8条関係)

岩手県議会議長 様

氏 名

年 月 日

LT:TL

年度政務調査費に係る収支報告について

政務調査費の交付に関す る条例第 8条第 1項 (第 2項)の規定により､別紙

のとお り 年度政務調査費収支報告書を提出 しますD
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(A 4)

年度政務調査費収支報告審

議員氏名

項 目 金 額 政 務 調 査 費 を充 当 して行 った調 査 研 究 活動 に要 した経費の

額収 政 務 調 査 費 (㊨ ) 円
㌔ - ＼＼.A

㌔--㌔仁 調 査
研 究 費 円 円

∈ 研 修 費 円

円支 巨 議 費 円 円資 料 作 成 費

⊇ 資 料 購 入

費i ≡ 円

岳 円P]

円広 報 費

円 円事 務

所 費 円 円也 事

務 費 円 円人 件 寿 円 円

妻支



2 政務調査活動の実施状況

政 務 調 査 活 動 の実 施 事 業 の 名 称 主 な 内 容

:､こ : 二∵ こ : ‥羊 =

､こ: 二
二

二;



政務調査 費の交付 に関す る規程

〔

平成 13年3月 30日
岩手県議会告示第 1

改正 平成 14年 12月 16日告示第 5号

(趣旨)

第 1条 この規程 は､政務調査費 の交付 に関す る条例 (平成 13年岩手県条例第

37号｡以下 r条例｣とい う｡) の実施 に関 し必要 な事項 を定めるもUTjとす る｡

(議員の通知)

第 2条 条例第 4条第 1 領 C73通知は､様式第 1号によるもの とす る｡

2 条例第 4条第 2項の通知は､様式第 2号に よるもの とT る｡

(政務調査費の使途基準)

第 3条 条例第 7条の使途基準 は､別 家 uTj生欄 に掲 げ る頭 目の区分に応 じ ､ そ

れぞれ 同貢 の右欄 に定める円等 とす る｡

(収支報告書-の証拠書類の添付方法)

第4条 条例第 8条の輯定によ り､収支報告書 に添 えて浸 出する政務調査費 に

よる支出に係 る領収書そCTT/他 の証拠喜短 の 写 し は ､使 途 を記載uTj上､別云左

様 に掲 げ る項 目cT)区分 ごとに分 けて添付す るもの ごて る(

川又支報告書等の写 しの迂付)

第 5条 議長 は､条例第 8条の規定 に よ I')議員 ､議員 で あっT=音 叉にその相 続

人か ら提 出 され た収支報告書等の写 しを､様式第 3号 に よ り､速や か に知事

に送付す るもの とす るC

(収支報告書等の閲覧)

第 6条 条例第 13条の規定に基づ く収支報告書等の閲覧は､当該収支報告 書等

を提 出すべ き期 間の末 日の翌 日か ら起算 して 30日を経過 した E3の翌 ヨか らす

るこ とがで きる｡

2 収 支報告書等 の閲覧 を しよ うとす る者 は､政務調査費収支報告 書 等閲覧請

求票 (様式第 4号)に必要 な事項 を記載 しなけれ ばな らなし､C

3 前各項 に定めるもののほか､条例 第 13条の規 定に基づ く収支報 告 書 等 の閲

覧に関 し必要な事項は､議長 が別 に定 める｡

(補則)

第 7条 この規程 に定めるもののほか､政務調査費の交付 に関 し必要な事項 は､

議長 が別 に定めるC

附 則

この規程は､平成 13年 4月 1日か ら施行す る｡

附 則 (平成 14年 12月 16日告示第 5号)

この規程 は､平成 15年 5月 IEjか ら施行す る｡

28



別表 (第 3条関係)

内 容

調 査 研 究 費

石 井 修 費

議 員 が行 う県の事務及び地方行 財 政 に 関 す る 調 査 研 究 並 び に調

査 委託 に要す る経費

(調 査委託費 ､交通費､宿泊費 等 )

団体 等 が開催す る研修会､講演会等への議員及び議員 の雇用す る

私書等の参加 に要す る経費

(会費､交通費､宿泊費等)

) 会 議 費 議員が行 う地域住民の県政に関す る要望､意見を把握す るため.I)各種会議 に要す る経

費｢(会場費､機材借上費､資料印刷費

等)資 料 作 成 費 【議員 が議会活動に必要な資料 を作戎す るた糾 ニ要す

る経費 ⊇(印刷 .製本代､

原稿料等)I資 料 購 入 費 議員 が行 う調査研 究のた釣に必要な図書､資料等

の購入又 は借上

げに要す る経費〔書籍購入代､

新聞雑誌購読料等)広 報 費 議員 が行 う議会活動及び県政 に関す る

政策等の広

報活動 に要する経費(広報紙 .報告書

等印刷費､送料､交通費等)篭事 務 所 費 議員が行 う調査研究活動のために

必要な事務所

の設置､管理 に要 ⊆す る経費

(事務所借上料､管理運営費等)を議員が行 う調査研

究 に係 る事務遂行 に必要な経費事 務 費

～巨 事務用品 .備品購入費＼通信費等) ≡ト 牛 費 皇軍……三千三…芋≡…………://:%≡…



様式第 1号 (第 2条関係)

岩手県知事 様

年 月 日

岩手県議会議長

氏 名画
政務調査費の交付 を受 ける議員 について

政務調査費の交付 に関す る条例第 4条第 1項 の規 定に よ り､政務調査費の交

I/寸を受 ける議 員につ いて､別紙議員名簿 の とお り通知 します｡

(A 4)

様式第 2号 (第 2条 関係)

岩 手 県 知 貫 禄

岩手県護 会 議長

∴

政務調査費JT)交付 を受ける議 員 の 異 動 について

弓 ヨ

亘1

政務調 査 費 L'′二 ′交付に関で る条例第 4条第 2項の護憲によ r)､政 務 誘空費の交

付 を支け る議 員 U)異教 に- : いて､下記 UT)と<+-3り通知 しまで｡

言'J

複式第 3号 ( 第 5 条

関係)岩手県知等

様 年 月 日岩手県譲会議長氏 亘テ

:政務調査費収支報告書等 (写)の送付 について政務調査費の交付 に関す る規程第 5条 の規定に ょ り､

年 度政務調査費収支報告書等の写 しを別添の とお り送付 します亡



様式第 4号 (第 6条関係)

政務調査費収支報告書等閲覧請求票

年 月 日 § 年 月 日

氏 名

住 所 1

≡∃wi務 調 査 費 L/r73突 付 対 象 年 度

i】備 考 特 定 Llj議員に係 る政務調査費cTT/収支報告書 等 の 閲 覧 を 請

求す る と き は ､'備考｣欄にその議員氏 名を記鼓 して くだ さい ｡

(



政務調査費 の交付 に関す る事務処理要領

(平成 14年 12月 16日制 定)

(日的)

第 1 この要領 は､政務調査費 の交付 に関す る規程 (平成 ユ3年岩 手県議 会 告 示

第 1号C以下 ｢規程｣ とい う｡)第 7条の規定に基づ き､政務調査費の交付 に

お ける事務処理 に関 し必要な 要 項 を定 めるもLrjとす る｡

(交付 辞 退等の通知)

第 2 議員 は､政務訴空費の交付 を辞退す る場合 には､様式 1に よ りそ の 旨 を

速や かに議長 に通景[す るもの とす る｡

2 議員 は､前等 の 辞 退 Jrj通知 を した後 に ､ 当 該 辞 退 の事 由の消滅等 に よ り政

務調空費の交付 を希望す る場合 には､様式 2に よ りその 旨を速や か に議長 に

渡部す るもの i: で 志 ｡

(読込 口 軽 の 届出)

第 3 議員 に ､新 たに政務謂 空 費 の 交 付 を受 けるこ ととなった場 合には､様式

3に よ と/ノ啓穫調査費un,振 込 み を 受 け る 金融機 関 を速や 7Jlに繁芋 に届 け 出 る も

vr,= て る ｡ な お ､ そ 黙 後 に ニ :/T3円琴 に変更があった場合 において もまた 同 そ京

とす る｡

(按 分に よる支 出)

第 4 議員は､規程第 3条別表左欄 に掲 げ る項 ヨ (以下 号夏目 ｣とい う｡)の う

ち ､ 事務所費 ､事務費及び人件費の支 出に お い て､当該=頁巨=こ対応 す る同貢

右欄 に掲 げる内容 に係 る経 費が調査研 究活動以外UJ活動 に係 る経費 と明確 に

区分 し難 い場 合にあっては､調査研 究活動及び調空研 究活動以外 の活動 に要

した総時間に対す る調査研 究活動 に要 した時間の割合その他合理 的な方法 に

よ り按分 し､支出す るもの とす る｡

2 前項 の按分 は､政務調査費の交付 を受 けた議員が､ 当該議 員 の調査研 究活

動等 cTTJ実態 に応 lこて行 うもの とす る｡ ただ し､項 目の うち､事務所 費及 び人

件費 (罵時又 は臨時 に雇用す る職員 で､専 ら調査研 究活動 の補助業務 に従事

す る者 に係 る人件費 を除 く｡)の按 分 については､2分の 1を上限 とす る もの

とす る｡

(領収書等-の記載事項)

第 5 議員 は､第 4の規定に基づ き､按 分 に よる政務調査費の支 出を行 った場

合 には､当該支 出に係 る領収書その他 の証拠書類 に､当該按分 の割 合及 び 当

該按分の割合 に基づ く政務調査費の支 出額 を付記す るもの とす るC
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2 議員は､政務調査費の支出 (第 4の規定に基づ く支出を除 く｡)に際 し､調

査研究活動に係 る経費の総額の一部に政務調査費 を充当した場合において､

当該支出に係 る領収書その他の証拠書類では政務調査費の支出額が明 らかに

な らない ときには､当該領収書その他の証拠書類 に政務調査費の支出額 を付

記す るものとす る｡

(領収書等が取得できない場合の取扱い)

第 6 政務調査費の交付に関す る条例 (平成 13年岩手県条例第 37号)第 8条

の規定により収支報告書を提出すべき者は､政務調査費の支出に係 る領収書

､振込受領書その他支出を証明 し得る書類等が取得できない場合には､当該

者が､様式 4により当該支出に係 る証明を行 うもの とする｡

附 則

この要領は､平或 15年 5月 1日か ら施行する,_

様 式 1 (第 2第 1項 関係 )

年 月 日

岩手県護会議長 積

読員氏名 ⑳

政務調査費vr,交付cr/話手 退について

この ことについて､ 下 記 Crjと お り政務調査費 L7j交付を薫けることを辞 退 し ま

すので通知 しますこ

記

1 辞退す る理 田

2 辞退す る年月 E3

＼卜

様式 2 (第 2第 2項関係)

年 月 日

岩手県議会議長 様

漬 し三:1二:; T.:::】

政務調査費の交付について

この ことについて､ 年 月 日付けで政務調査費の交付を辞退

していま したが､下記の理由により政務調査費の交付を受 けることとしたいの

で通知 しますO

記

(A 4)
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環式 3 (第 3筒係)

年 月 日

岩手県知事 様

議員氏名 ⑳

政務調査費の振込金融機関届

このことについて､下記 口座に振 り込まれるよう届け出ます,

%3=ー

1 金融機関名

il三: 三L/1-

2 ロ匿種別及び口笹 番 号

( 普通 ･ 萱 堅 )

3 [コ笹 名 蓑

∴-三

様ヨこ4 (第 6琶係)

改葬謂空費三･松江弓弓署

∃支 払 年 ノ弓ヨ [ 支社察 i /71㍍,77 倍達及-Jlミホ琴 1億 -E5

午

千

芦 !2 円 ⊆

∃ Fq ∃L ∃･′-:㌧ト i ''ここ渋了､へ′L'＼′､ミ~√､へノ ､ヘ′＼′＼′､＼ノ八/＼へ′＼ヘ3＼p-
へ′し′＼ノ､ヘ′､

′＼へ′〟 ≦

Hき 可 き ∃R 喜

E≧ 可 ! 5汁 R上記のとお り相違ないことを証明 します｡

議員 (相続人)氏名 ⑳

(備考) 按分により政務調査費の支出を行っ

た場合には､｢備考｣欄に､支払総額及び按分の割合を記載すること｡



政務調査費収支報告書等の閲覧に関する要綱

(平成 13年 3月 30巨絹lJ定)

改正 平成 14年 12月 16日

(趣 旨)

第 1 この要綱は､政務調査費の交付に関す る規程 (平成 13年岩手県議会告示

第 1号)第 6条第 3項の規定に基づき､収支報告書等の閲覧に関 し必要な事

項を定めるもの とす る｡ノ

(閲覧場所)

第 2 収支報告書等の閲覧場所は､議会議事堂 1階の議会事務局総務課 とす る｡

ただ し､事務局長が これにより難い と認 める場合は､その都 蟹事務局長 が指

定す る場所 とす ることができる｡

(閲覧時間)

第 3 収支報告書等の閲覧時間は､岩手県の休 E3に関す る条例 (平成元年岩手

県条例第 1号)に規定す る県の休 E3を除き､毎 日干前 9時か ら午後 0時まで

及び午後 1時か ら午後 5時まで とす る｡

(閲覧者の遵守事項)

第 4 閲覧者は､次に掲げる宰領を遵守 しなければならない｡

(1) 収支報告書等は､第 2に規定する場所以外に持 ち出す ことができない｡

(2) 収支報告書等は､丁寧に取 り扱い､破損､汚損又は加笠等の行為を して

はな らない =

(3) 収支報告書等を謄写す る場合は､筆記によりこれを行 うもの とし､複写

機､写真機等を使用 してはな らないt

(4) 音読､談話､飲食等他の閲覧者の迷惑になる行為 をしてはなら,ないC

(5) その他係員の指示に従 うこと｡

(閲覧の中止又は禁止)

第 5 事務局長は､閲覧者が第4の規定に違反す る場合は､その閲覧を中止 さ

せ､又は閲覧を禁止す ることができる｡

附 則

この要綱は､平成 13年 4月 ユ日か ら施行する｡

附 則 (平或 14年 12月 16日一部改正)

この要綱は､平成 15年 5月 1日か ら施行す るC
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様 式 集

. 二 r111

議 定 へ J7.収 又 報 J｡ 賢に 次 の様 式 に よ り提 】H ノて (/r=きい

て I .I L L こ-

2 】副文吾人-Au -イ｣様 式 石弓様式 3

一 I . ､ : : ..

(会 喜†帳 蒲 関係 )

系 Fヨ-､怖 7_7,＼き全 T帳 蓬 p.̂ し7様 式 を参 J;Zご 〔お ‥ Li を-

ーィ. 二㌃〉,r)夏丈｡は涙 ,丈に髭をtil~ るLだ要を｢諾い /i^ ,'J-J I3､収 誉そ ､他 ∨'/M

拠 竪｣t-主 ごまL=51 間 伐 111- ) 二三〉-v J二 -爪 に た iノ - j,

二 ､ 1 ゝ : ; .

■.p. 11 ;

(/"'HTノ}税 関係 )

長 期療 養 等 に より政 務調 査活 動 -Jlで きない場 合 のノ丈H c7,辞 退や 辞 退後 に ､ 父

付 の 門間 を希望 T る場 汁には､次 o)様 式 に tり議 i己に授tLELて くた さい

6 枚 拝聞 査 計 L71交 付 の 辞退 につ い て (事務 処理 要領様 式 1')

政 経 r派 カ､ 貰 し1近付 二 ､二 ｢章茄LL'IiLL/T‡l芸=】j綜式 2)

政 務 調査 費の振 仏金 融機 関 等 を脂 ぎ､ 丈は変 更す る場 L'計には 次 の様 ,JLに tり

加 東に提 出 Lて くだ さい

巧 穀井 関 壷井 の振 込 金融根 開局 (■韓 KrL理 要領様式3:I 45



様式 (第 8条関係)

岩手県議会議長 様

氏 名

平成 年 月 E3

平成 年 鑑政務調 空費に係 る収支報告 について

政務調査費の交付 に関す る条例第 8条第 1項 (第 2項)の規定に より､別紙

nとお り平成 年 度政務調査費収 支報告憲 を投 出 し妾す

(A 4)
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別紙

i 収支の状況

平成 年度政務調査費収支報告審

議員氏名

‡盲 目 金 額 政 務調 査 費 を充 当 して行 っ た調 査研 究活動 に要 した経 費 の

額≡収A 政 務 調 査 費 (エ') 円 ＼ 1 ..-

㌔-.＼ ＼育 支∴ 調 査

研 究 費 円 円

研 修 費 円 円

会 議 費 ≡F

円 円資 料 作 成

費 門 円資 料 購 入

費 円 円広 報 費 円 【円

⊆】事 務 所

費 円 円;事

務 費 円 円人 件 曹 円



2 政務調査活動の実施状況

i 】 書

i
i

≡

弓



参 考様式 3

使途項目

整理番号 領収書等の

添付様式領収書その他の証拠書類の添付欄 妻

事菜名､絃途及

び内容等 t※1ほ 軍調萱を行った場合】･≒｣人 工11ミ==J::J,yJJi-1J,災 し〃 pl 1'壬 3iさ技 二T T:

/{三二敬 し※ 2 こ調査委託を行った塙合】-iJ:Jくこか ー 束ィ .Tk:I/jj ′｣-> 5 岬 ト i)に 萄 ′ し て :-

T∴iiL.按分による支出の場合の記載 事項

E按分の率 ( )按分による政務調査費

の支出額 ( r1])経費の 渦 に充当した支出の場合の記載事項 l

政務



様式 4 (第 6関係)

使途項目

政務調査費支払証明書

支払年 月日 支払額 g 支 払 先 使途及び内容

備 考円 弓 】r )

円

円

円

円 を 書

円

Fコ

】 円 r

円≡
中 t

可き可 i
】円∴

∃⊇ 円円円

円 を円

∃言十 円一一一一LJmh--∫.一一一㌦---一一一-m---叫h一一一-I-----.-
▼一上記のとお り相 違 ないことを証明

します｡議 員 (相ヲ綻人)氏名 境を(備考) 按分により政務調査費の支出を行った場合には､｢備考｣欄に､



参 考様式 1

( 年度)

政務調査費出納簿

年JH:I ∈ 摘 要 収 入 支 出 室

残 額Frl Ftj M

円 門 ド̂j

巨.Lj 円 】:】

]tj二j 門 ;1

円 ;i.)

ど一jr7j

門 ∩喜一j

日 門｢r〕 門 ぎ丁

3i!3

rl〕 rliM F】｣ P

]【門 門

門冒 門 r

∫j≡F
Iヨ flrj書 FT

]門 Pゴ 円



参考様式2

政務調査費支出簿

F〕 支出 金 輔 文汁はE拠 喜葉音iこ,')額 歯 金 額i 摘 要fi

ョ p]套～ i+)

可i 円 P:j可 円㌻三j≧ f了]

M 門 戸≧ 石 畑n 言r

j千 門 i F】.]門 円



様式 1 (第 2第 1項関係)

岩手県議会議長 様

平成 年 月 日

議員氏名 ⑳

政務調査費の交付の辞退 について

この ことについて､下記の とお り政務調査費の交付 を受けることを辞退 Lま

すので通知 します｡

記

l 辞退す る理 由

2 辞退す る年jH]

43

(A4)



様式 2 (第 2第 2項関係)

岩手県議会議長 様

平成 年 月 日

議 員氏名 の

政務調査費n交付について

この ことについて､平成 /ilE 月 日付 けで政務調査費の交付 を辞退

してし､主したが､ 下記の頁撃由によl')政務調査費プつ交付 を受けることとしたいの

で通知 Lます ,J

TJコPL｡

(A 4)

44



様式 3 (第 3関係 )

岩手県知事 様

平成 年 月

議 邑氏名

政務調査費の振込金融機関届

このことについて､ 下記 口座に振 り込まれ るよう届け出 妾1

記

王 金融機関名

銀行 支店

2 口座種別 及 び 口座番号

( 普 通 i 当夜 )

3 日唾名義

45

(A4)



収支報告書等記載例

議箆に]澄l｣.- る収 支稚/i"書UJ作rkに ′たっては 次 U)rsL戟例 を参考に L

て'た き､､

l 二 一

) 謂1】札竃'Wt/)J恭173 .J､

1=

33,号様式 ご ノ､‡ノj＼LLた会 ト帳簿竺Lr二川F.lKyvlた てに 次 L7､Fjrユ義仲

を参考に しごてた さい

◆ ,■=

.I;p 7

父イ十Jr7＼辞退 及び交付 oj掃 開 ､11びに振Liゝ会離機関 丁指 l上 丈は変 更 --る場合

にJIL 次(/)記寂例 妄参 考に して くだ さし､

.■Ll =- L L ･ ーl '一丁

鍵務 開 室 井 Ll)交付について (事務処理要親様式 2,7 58

弓 穀柿間室井(T)振込金世杜関唇 (手持処理雷範様式 3) 5



1 政務調査費収支報告書記載例

様式 (第 8条関係)

誉 tT- -/ 一 己 .r L緒31

平 成 〇 年 〇月〇 日

議長 3 ,- 己祭文 〆､

岩手 県議会議長 〇 〇 〇 (二二,様

氏 名

し＼→下 七 一 和 J J l

-考j

平成 二 怒 髪政務 調 査費に係 る収 支報告 について

政務 調

こ7)とお V)

の交付に関す る条例第 8条第 】項 p:第2項三LU〕頼 J,i蓋～に tl'J､別紙

ア

しまう二ノ 年度政 務調 宜欝収

･ -紘 三 に 勇人

) ) '← ノ - ユ

(A 4)
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別紙

､ ･､ ､ ■

平成〇年度政務調査費収支報告書

舶 那 U青魚 こなる 姦-上し名/ほ 鮒 ,3㌦
議員氏名 0 0 0 0

_ ÷ : L

収 支 の 状 況 ＼ て守三ー> く ∴ ≡号 -牧子÷ /I-7≡弓に恥､.て一つ

項 目 ＼ 金 ノ政 務調 査 費 を充 当 して行 った調 査研 究活動 に要 した経 費

の額収A 政 務 調 査 費 (往)㌔ / 72〔- 冒 ド

.㌔ - -＼J支也 ≡ 調 査 研 究 費 /i,223,45…

1,223,450円i 研 修 費 ㌢→ 13 5,

000円 135100OR会 議 費 F】 21i5.5(

)0円→ 245,.5()OR資 料 作 成 費 7()､8〔

)OPlヨ- 7〔),8()0円資 料 購 入

費 4 5.6()(〕P]→ 45,600円広 報 費

i≡i ト 157,650円 157,6.5()円事 務 所 費 5 6楓 40()円-→ i,384t80(日

:ij事 務 費 2.49.600円-

384,0(= 円人 件 費 944,000円→

1,844,000円支 出 合 計 (②) 3

,710,000円 5,490,8Ol円差引残額 (① -②) 107000円/
＼
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2 政務調査活動の実施状況

政 務 調 査 活 動 の実 施 事 業 の 名 称 ≧き 主 な 内 容

地方分権 .広域行政 関連調査 講演会参加 ､関係機 関等か らの意 見聴取

のた研究事業 めの懇談

会開催等道州制変調査研究事業 自治体等か らの意見聴取の

ための調査等廃 棄物 不法投棄 対策等調査 現地視察､関係機 関 等 か ら

の意見聴取 のため研 究事 業 の調査＼外部調査

委託 による調査等EBSE対策等調査研究事業 関係横 筋等か らの意見聴取

のための懇談全 開催等･市町村要望調査事業 関係市町村 か らの政策要望懇談会 開

催 ､要望事 額 に 関す る調査等県政報告用広報発行等事業

地域住 民等-Jr)広報誌配布等【( 以 下 省 略 )(注) ら一室TiFプ'J茅に -L∴実施事業 r/

具体的なr7tj等を簡潔にFS2薮 する･各亭菜に係

モ経費:ま,二三七項百(消夏詳荒驚､研修費＼会議賓＼資料軌入費等､),1J二

複数にまたが,三ことが予想さ/Ln/=3こ∃･事務市費､事務費＼人件哲は､各事業全絞まニr



2 領収書等の添付様式記載例
貰考様式 を利用 し ご襟根茎≡~かFJtR ‡>tt し た 城 1人L7､ノ討 j 列 て 小

筒収書等添付例 1

調査研究費 交通費及び宿泊料の支出証拠審類 として巌込

受領番 を添付 した場合の例

p馴文書その他〔7)証拠書聖EW,添付欄

009- 24

銀 行

15--〔1.5- 11

■璽 M 山

i L

09 15 ¥ 9 5 1 8 0

敬.捕;残高 と 蓬 紘

振 込 受 鯨 蓄

各宕銀 子7 - -/
xx 支店 .㌢ --/ 一r

浩通 N〔11234 5 (7

受取 人 刀) ′へ′＼′ ′♪
依頼 人 C､(⊃′OC'C(二〕C
連絡先 019-6t'3I-- 3 1 Ii

受付 番 号A()3369 0 92 70 9ユ ()

//支払金軽

量辰込手数料も政務調

'査費か ら支出できる二

漬込先が個人の場 合

は､閲覧において 琵行

名及びC]座番 号 は非

開示となるー

夢業名 使途及び内谷等

○ L調査に係 る父適費 ｢重き道賃1 枚び桁 作l料 (濃 員と秘書 2名分 '

按分に､よる支出の場合の記載事項

按分に とる政務調査費の支tLi絹自 (

経費の 一部に充当した支出の場合の記載事項

P 政務調査費の支出額 ( 50, (日 日 , 円 )

政務調査費の予算の都合上等から､経費の-部を政務調査費により充当した場合には､

充当した政務調査費の支出韻 を記載するO

50





憐収斉等添付例 :3

訴査委託 を行った場合の麟

解収書その他の証拠 誉類の添付欄

:＼二 〇二 様

∴ ∴ ∴

化 し こ こ調査委託 費 と )て

研 r-L糾 いこ芽､

お菜ヂ 惟 会簸一ノ叩 J簿 ミ̂
∴鞍tI_ ■ -ナ̀チ ･1

※ 農舷約 に 泰託 読変名 を明石肇に託 毅 )d くJp-さ し ､

E例′たち

l 農 業振興対策 に関で ス調 奈委託費

2 地域活性化 野菜 に 関 す る調 否委託費

3 県産品o)GL通に関 ㌻る調 在委託費

4 退路整備に関す る調査 委託 費

〕7q]菜廃棄物対策に関する調夜委託費

6 スポ- ソ振興に関す る調査 委 託費

7 地域課題 (小児医療問題)調査 奏楽に係 る調杏委託費

8 県政課題 (雇 用問題) 調 査事業に係 る調 変委 託 費

按分 に 上る支出の場合o)記載 事項

按分に よる政務調査費の支出額 (

経 費の 部に充 当 した支出の場合の記載 事項

政務調査費の支 出緑 /



5



3 政務調査費支払証明書記載例

領収釜′1コ茂′｣で きな い場合 (ヒ/7]符代､f真､iJ-を伎 ]L7二,/Jry(r)交通昏jヤ)は､二 gう}遥 式

に こりJAr乾 7̀′ノーL､p琵}/)J救純 t一石-零し ㌧払い を , r -/mことと/な り 巨一一

様式 4 (第 6関係)

政務調査費支払証 明書

使 途項 巨 調 査 研 究費

～ --､一･･､･ 至

rMW卜支払年 月 Ej 支払額 支 払 先 使 途及び 内容

喜 備 考‖ ｡.5.30 巨 22,糾川 Fj 川 東 r三本 ･1TLJ

j＼Hiに .6.3() 5 3､700円 】

1,1リ＼r

l

可 E! 町
1 ≡書

ト こほ ろ÷liご毅 喜 き
円

円

十 ≒円

円円

円 ∃Pj】 書汁 RI 円 ¶㌦ --一一- - - - - ㌦ ¶～上 記 の と お り 相 違 叫 ＼こ と を 証 明 し ま す 〇1 A =

集魚 (吊蒜人)

氏名 〇 C- C o Q(備 考) 按 分 に よ り政務調 査費 の支 出 を行 った場

合 には､｢備 考｣欄 に､支払総額及び按分 の割合 を記載で



4 政務調査費出納簿記載例

二 の 参 考 様7㌧!及び 2,と､ 宗菱 i /-) 整ゝ 備 ー て よ )く - 議 会 ∃川 ＼藻那/つ呑 考 と 〟て 3 3 示 L/ し た も

こ . Pー LI T ■1 =

参考様式 1

政務調査費出納簿

r : - L

年月日 摘 要 収 入 支 汁1 日

真 綿H二∴5ー9 政務調 査 費 交 付(5.61=j分) 巧 620.000ド∃

門 弓 冒fi○ふ3() /他 方行的 女調杏研 究 委 託 琴 / 書号3 宥 Z帆

OOOm 3 - 00-Hニ.6.3() /二様行政;こF等す る調空交ダ 資/ 冒 26_O

OOP〕 394_()O(HJjH二.6.,3C1 - キ3政に附 る牢 ふ ぼ/ ∃≡才

当 9j)00 円 385､0()0ドi(ilT/)＼

｢省略)/′/ /pi rlIj ri二3Hニ 7.10 極 輯 那 攣 ふ ナ(ト 9… )2 …叫 二二-/ i, 93(率 ] pj i.000ー()
00≦jj/ /I/// -A

,/ - I/I
ドj 門 円

どrj

n【 t F

ー】′ 門 Fj 円

二/㍗ 門
門 門

Pj 門 門

円 円



5 政務調査費支出簿記載例

ニ IrJ 諸宗JIJ= 文出了E dにぎ】亡戒 L､['_1 1笥/ ′1,収 支 ≡汀 票L'i llは文C.状 た｣と一致 で ,3

ことこた り三㌦

参考様式 2

政務調査費支出簿

整 携).番 号 支出隼 JH 】≡ 文iiJl金額 恒 吉子誓 短い,rj頼 【三i卜粂 紬 摘 要

i室 田こ∴5∴iO 20()､(JOOri 200.000㌢言3 地 j汁 <f対校 志還 三号か yl

/iT究委託費Ij H〇㌧G∴主CJi 弧 - rjI 26
- ド∃ L三二域 11:政 :二間 十 る 護櫛を 交通賢

二



6 政務調査費の交付の辞退通知記載例

様式 1 (第 2第 1項関係)

岩手県議会議長 0 0 0 0 様

平 成 〇 年 〇 月 〇 日

議 員氏 名 〇 〇 二ノ ニ ‡

政務調査費U)交付の辞退について

この ことについて､ 下記の とお り政務調査 費の交付 を受 けることを辞退 しま

すア)で通知 します〔

記

1 辞退す る理 由

病気によ り長期療 養を十 る二と-J､J,､政務調査享完動 が1できないため

2 辞退-/iる年 月 日

平成rJ/Tf､月 (口

57

(A 4)



7 政務調査費の交付 (再開)通知記載例

様式 2 (第 2第 2項 関係)

岩手県議会議長 ⊂) ⊂) 〔) (⊃ 桜

平 成 〇 年 〇 月 〔〕日

議員氏 名 一 ､J t､J ㌦ノ

政務調査費[/I)交付 につ いて

こ 〔r)こ と に つ い て ､ 平 戎二 〇年 (二〇月ここと]付 けで政務調査 費J〕交付 を辞退

してし､ま Lた が ､ 下記 の 理 Eiコに よ り政務云断定費の交付 を 受けることと した いこ7)

で通 知 Lます

記

I : 喜=` L .

(A 4)

58



8 政務調査費の振込金融機関届記載例

様式 3 (第 3関係)

岩手県知事 ⊂) 0 0 〔〕 様

平 成 〇 年 〇 月 C 目

議員氏名 〇 〇 二, 二 位

政務調査費uj振込 金融機関届

この/ことについて､下記LJ座 に振 り込 まれ る よう届 け出 ます

記

] 金融機 関名

支店

2 口座種別及び 口座番 号

( 塗壁> ･ 当座 ) r/L'1(

こう 口座 名姦

し し) ､ノ 【l

59

(A4)




